
 

 

  障 発 1 0 0 1 第 １ 号 

     平成 26 年 10 月１日 

 

 

  都道府県知事 

 各 指定都市市長 殿 

中 核 市 市 長 

 

 

厚生労働省社会・援護局 

障 害 保 健 福 祉 部 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく

指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の

算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正

について 

 
 
厚生労働大臣が定める者（平成 18 年厚生労働省告示第 548 号）の一部改正に伴い、

関係通知を下記のとおり改正するので、御了知の上、貴管内市町村等に対し、その周

知徹底を図っていただく等、特段の御配慮をお願いする。 
 
 

記 
 

１ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定

障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関

する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 18 年 10 月 31 日障発

第 1031001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）の一部改正について 
別紙１のとおり改正する。 

  
２ 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障

害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」（平成 18

年 12 月６日障発第 1206001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）の

一部改正について 
別紙２のとおり改正する。 
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（別紙１） 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障

害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について（平成 18 年 10

月 31 日障発第 1031001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知） 新旧対照表 

（変更点は下線部） 

改正後 現行 

障 発 第 1 0 3 1 0 0 1 号  

平 成 18 年 10 月 31 日 

一部改正 障 発 第 0 4 0 2 0 0 3 号  

平 成 1 9 年 ４ 月 ２ 日 

一部改正 障 発 第 0 3 3 1 0 2 1 号  

平 成 2 0 年 ３ 月 3 1 日 

一部改正 障 発 第 0 3 3 1 0 4 1 号  

平 成 2 1 年 ３ 月 3 1 日 

一部改正 障 発 1 0 0 7 第 3 号 

平 成 2 1 年 1 0 月 ７ 日 

一部改正 障 発 0 9 2 8 第 1 号 

平 成 2 3 年 ９ 月 2 8 日 

一部改正 障 発 0 3 3 0 第 5 号 

平 成 2 4 年 ３ 月 3 0 日 

一部改正 障 発 0 3 2 9 第 1 6 号 

平 成 2 5 年 ３ 月 2 9 日 

一部改正 障 発 0 3 3 1 第 5 1 号 

平 成 2 6 年 3 月 3 1 日 

最終改正 障 発 1 0 0 1 第 １ 号 

障 発 第 1 0 3 1 0 0 1 号  

平 成 18 年 10 月 31 日 

一部改正 障 発 第 0 4 0 2 0 0 3 号  

平 成 1 9 年 ４ 月 ２ 日 

一部改正 障 発 第 0 3 3 1 0 2 1 号  

平 成 2 0 年 ３ 月 3 1 日 

一部改正 障 発 第 0 3 3 1 0 4 1 号  

平 成 2 1 年 ３ 月 3 1 日 

一部改正 障 発 1 0 0 7 第 3 号 

平 成 2 1 年 1 0 月 ７ 日 

一部改正 障 発 0 9 2 8 第 1 号 

平 成 2 3 年 ９ 月 2 8 日 

一部改正 障 発 0 3 3 0 第 5 号 

平 成 2 4 年 ３ 月 3 0 日 

一部改正 障 発 0 3 2 9 第 1 6 号 

平 成 2 5 年 ３ 月 2 9 日 

最終改正 障 発 0 3 3 1 第 5 1 号 

平 成 2 6 年 3 月 3 1 日 
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改正後 現行 

平 成 2 6 年 1 0 月 １ 日 

 

各 都道府県知事 殿 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要

する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項

について 

 

 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害

福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 18 年厚生労働

省告示第 523 号。平成 25 年４月から障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該

当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準）については、

本年９月 29 日に公布され、10 月１日（精神障害者退院支援施設加算に係

る部分については、平成 19年４月１日）から施行されたところであるが、

この実施に伴う留意事項は下記のとおりであるので、その取扱いに遺憾

のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。 

なお、平成 18 年４月３日付け障発第 0403003 号当職通知「指定障害福

祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事

項について」及び平成 18 年４月３日付け障発第 0403004 号当職通知「指

 

 

各 都道府県知事 殿 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要

する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項

について 

 

 障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害

福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 18 年厚生労働

省告示第 523 号。平成 25 年４月から障害者の日常生活及び社会生活を総

合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該

当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準）については、

本年９月 29 日に公布され、10 月１日（精神障害者退院支援施設加算に係

る部分については、平成 19年４月１日）から施行されたところであるが、

この実施に伴う留意事項は下記のとおりであるので、その取扱いに遺憾

のないよう関係者に対し、周知徹底を図られたい。 

なお、平成 18 年４月３日付け障発第 0403003 号当職通知「指定障害福

祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事

項について」及び平成 18 年４月３日付け障発第 0403004 号当職通知「指
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改正後 現行 

定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項

について」は平成 18 年９月 30 日限り廃止する。 

 

記 

 

第一 （略） 

第二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要

する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表（平成

18 年厚生労働省告示第 523 号。以下「報酬告示」という。）に関する

事項 

１ （略）  

２ 介護給付費 

（１）・（２） （略） 

（３） 同行援護サービス費 

①・② （略） 

③ 同行援護従業者の資格要件ごとの所定単位数等の取扱いに

ついて 

（一） 「身体介護を伴う場合」の単位を算定する場合 

ア 同行援護従業者養成研修一般課程修了者（相当する研

修課程修了者を含む。）ただし、初任者研修課程修了者等

及び居宅介護従業者基準第 20 号から第 22 号に掲げる者

（相当する研修課程修了者を含む。）（以下「初任者研修

定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う留意事項

について」は平成 18 年９月 30 日限り廃止する。 

 

記 

 

第一 （略） 

第二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要

する費用の額の算定に関する基準別表介護給付費等単位数表（平成

18 年厚生労働省告示第 523 号。以下「報酬告示」という。）に関する

事項 

１ （略）  

２ 介護給付費 

（１）・（２） （略） 

（３） 同行援護サービス費 

①・② （略） 

③ 同行援護従業者の資格要件ごとの所定単位数等の取扱いに

ついて 

（一） 「身体介護を伴う場合」の単位を算定する場合 

ア 同行援護従業者養成研修一般課程修了者（相当する研

修課程修了者を含む。）ただし、初任者研修課程修了者等

及び居宅介護従業者基準第 20 号から第 22 号に掲げる者

（相当する研修課程修了者を含む。）（以下「初任者研修
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改正後 現行 

課程修了者等及び視覚障害者外出介護従業者養成研修修

了者」と総称する。）にあっては、平成 30 年３月 31 日ま

での間は、研修の課程を修了したものとみなす。→「所

定単位数」 

イ・ウ （略） 

エ 基礎研修課程修了者等 →「所定単位数の 100 分の 70

に相当する単位数」（ただし、平成 30 年３月 31 日までの

間に限る。） 

オ （略） 

（二） 「身体介護を伴わない場合」の単位を算定する場合 

ア 同行援護従業者養成研修一般課程修了者（相当する研

修課程修了者を含む。）ただし、初任者研修課程修了者等

及び視覚障害者外出介護従業者養成研修修了者にあって

は、平成 30 年３月 31 日までの間においては、研修の課

程を修了したものとみなす。→「所定単位数」 

イ・ウ （略） 

エ 「基礎研修課程修了者等」→「所定単位数の 100 分の

90 に相当する単位数」（ただし、平成 30 年３月 31 日まで

の間に限る。） 

オ （略） 

④～⑭ （略） 

⑷～⑼ （略） 

３ （略） 

課程修了者等及び視覚障害者外出介護従業者養成研修修

了者」と総称する。）にあっては、平成 26 年９月 30 日ま

での間は、研修の課程を修了したものとみなす。→「所

定単位数」 

イ・ウ （略） 

エ 基礎研修課程修了者等 →「所定単位数の 100 分の 70

に相当する単位数」（ただし、平成 26 年９月 30 日までの

間に限る。） 

オ （略） 

（二） 「身体介護を伴わない場合」の単位を算定する場合 

ア 同行援護従業者養成研修一般課程修了者（相当する研

修課程修了者を含む。）ただし、初任者研修課程修了者等

及び視覚障害者外出介護従業者養成研修修了者にあって

は、平成 26 年９月 30 日までの間においては、研修の課

程を修了したものとみなす。→「所定単位数」 

イ・ウ （略） 

エ 「基礎研修課程修了者等」→「所定単位数の 100 分の

90 に相当する単位数」（ただし、平成 26 年９月 30 日まで

の間に限る。） 

オ （略） 

④～⑭ （略） 

  ⑷～⑼ （略） 

３ （略） 
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改正後 現行 

第三 （略）  第三 （略） 
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（別紙２） 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、

設備及び運営に関する基準について（平成 18年 12 月６日障発第 1206001 号 厚生労働省社会・援護局障害保健

福祉部長通知） 新旧対照表 

（変更点は下線部） 

改正後 現行 

障 発 第 1 2 0 6 0 0 1 号 

平成 18 年 12 月６日  

一部改正 障 発 第  0402002 号  

平 成 19 年 ４ 月 ２ 日  

一部改正 障 発 第 0 3 3 1 0 1 9 号 

平成 20 年３月 31 日  

一部改正 障 発 第 0 3 3 1 0 3 2 号 

平成 21 年 3 月 31 日  

一部改正 障 発  10 0 7 第 ３  号 

平成 21 年 10 月７日  

一部改正 障 発 0 6 0 1 第 ４ 号  

平 成 22 年 ６ 月 １ 日  

一部改正 障 発 0 9 2 8 第 １ 号  

平成 23 年９月 28 日  

一部改正 障 発 0 3 3 0 第 ５ 号  

平成 24 年３月 30 日  

一部改正 障 発 03 2 9 第 1 6  号 

平成 25 年 3 月 29 日  

一部改正 障発 0 9 3 0 第１ 号 

障 発 第 1 2 0 6 0 0 1 号 

平成 18 年 12 月６日  

一部改正 障 発 第  0402002 号  

平 成 19 年 ４ 月 ２ 日  

一部改正 障 発 第 0 3 3 1 0 1 9 号 

平成 20 年３月 31 日  

一部改正 障 発 第 0 3 3 1 0 3 2 号 

平成 21 年 3 月 31 日  

一部改正 障 発  10 0 7 第 ３  号 

平成 21 年 10 月７日  

一部改正 障 発 0 6 0 1 第 ４ 号  

平 成 22 年 ６ 月 １ 日  

一部改正 障 発 0 9 2 8 第 １ 号  

平成 23 年９月 28 日  

一部改正 障 発 0 3 3 0 第 ５ 号  

平成 24 年３月 30 日  

一部改正 障 発 03 2 9 第 1 6  号 

平成 25 年 3 月 29 日  

一部改正 障発 0 9 3 0 第１ 号 
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改正後 現行 

平成 2 5 年９ 月 3 0 日 

一部改正 障 発 03 3 1 第 5 1  号 

平成 26 年 3 月 31 日  

最終改正 障 発 1 0 0 1 第 １ 号  

平成 26 年 10 月１日  

 

 

 

各 都道府県知事 殿 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準について 

 

障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号。平成 25 年４月からは障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律。以下「法」

という。）第 30 条第１項第２号イ及び第 43 条の規定に基づく「障害者

自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運

営に関する基準」（平成 18 年厚生労働省令第 171 号。平成 25 年４月か

らは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準。

以下「基準」という。）については、平成 18 年９月 29 日厚生労働省令

平成 2 5 年９ 月 3 0 日 

最終改正 障 発 03 3 1 第 5 1  号 

平成 26 年 3 月 31 日  

 

 

 

 

 

各 都道府県知事 殿 

 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

 

 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準について 

 

障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号。平成 25 年４月からは障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律。以下「法」

という。）第 30 条第１項第２号イ及び第 43 条の規定に基づく「障害者

自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運

営に関する基準」（平成 18 年厚生労働省令第 171 号。平成 25 年４月か

らは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準。

以下「基準」という。）については、平成 18 年９月 29 日厚生労働省令
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改正後 現行 

第 171 号をもって公布され、本年 10 月１日（指定共同生活介護事業所（平

成 26 年４月１日からは指定共同生活援助事業所。）における個人単位で

の居宅介護等を利用する場合の特例については平成 19年 4月１日）から

施行されたところであるが、基準の趣旨及び内容は下記のとおりである

ので、御了知の上、貴管内市町村、関係機関等に周知徹底を図るととも

に、その運用に遺憾のないようにされたい。  

なお、平成 18 年４月３日付け障発第 0403009 号当職通知「指定障害福

祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等について」は平

成 18 年９月 30 日限り廃止する。 

 

記  

 

第一 基準の性格 （略） 

 

第二 総論 （略） 

 

第三 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護  

１ 人員に関する基準  

⑴～⑸ （略） 

⑹ 指定同行援護事業所の取扱い 
① （略） 

② サービス提供責任者の資格要件 

指定同行援護事業所のサービス提供責任者は、次のア又はイ

の要件を満たすものであってウの要件を満たすもの、厚生労働

大臣が定める者（平成 18 年厚生労働省告示第 556 号）第十号介

護給付費等単位数表第10の１の注２の２の厚生労働大臣が定め

第 171 号をもって公布され、本年 10 月１日（指定共同生活介護事業所（平

成 26 年４月１日からは指定共同生活援助事業所。）における個人単位で

の居宅介護等を利用する場合の特例については平成 19年 4月１日）から

施行されたところであるが、基準の趣旨及び内容は下記のとおりである

ので、御了知の上、貴管内市町村、関係機関等に周知徹底を図るととも

に、その運用に遺憾のないようにされたい。  

なお、平成 18 年４月３日付け障発第 0403009 号当職通知「指定障害福

祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等について」は平

成 18 年９月 30 日限り廃止する。 

 

記  

 

第一 基準の性格 （略） 

 

第二 総論 （略） 

 

第三 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護  

１ 人員に関する基準  

⑴～⑸ （略） 

⑹ 指定同行援護事業所の取扱い 
① （略） 

② サービス提供責任者の資格要件 

指定同行援護事業所のサービス提供責任者は、次のア又はイ

の要件を満たすものであってウの要件を満たすもの、厚生労働

大臣が定める者（平成 18 年厚生労働省告示第 556 号）第十号介

護給付費等単位数表第10の１の注２の２の厚生労働大臣が定め
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改正後 現行 

る厚生労働省組織規則（平成 13 年厚生労働省令第１号）第 625

条に規定する国立障害者リハビリテーションセンター学院に置

かれる視覚障害学科（国立障害者リハビリテーションセンター

学院養成訓練規定（昭和 55 年厚生省告示第四号）第４条第１項

に規定する視覚障害学科をいう。）の教科を修了した者又はこ

れに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を

行う研修を修了した者 

ア ⑵の②のアからオまでのいずれかの要件に該当するもの 
イ 平成 23 年９月 30 日において現に地域生活支援事業におけ

るの移動支援事業に３年間従事したもの。 

ウ 同行援護従業者養成研修応用課程を修了した者（相当する

研修課程修了者を含む。）（ただし、上記アに該当するもの

については、平成 30 年３月 31 日までの間においては、当該

研修課程を修了したものと見なす。） 

③ 暫定的な取扱いに係る留意点 

⑹の②のイの地域生活支援事業の移動支援に３年間従事した

ものをサービス提供責任者とする取扱いは暫定的なものである

ことから、平成 30 年３月 31 日までの間に、これに該当するサー

ビス提供責任者は⑵の②のアからオまでのいずれかの要件を満

たさなければならないものであること。 
⑺・⑻ （略） 

２～４ （略） 
 
第四～第一七 （略） 

る厚生労働省組織規則（平成 13 年厚生労働省令第１号）第 625

条に規定する国立障害者リハビリテーションセンター学院に置

かれる視覚障害学科（国立障害者リハビリテーションセンター

学院養成訓練規定（昭和 55 年厚生省告示第四号）第４条第１項

に規定する視覚障害学科をいう。）の教科を修了した者又はこ

れに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を

行う研修を修了した者 

ア ⑵の②のアからオまでのいずれかの要件に該当するもの 
イ 平成 23 年９月 30 日において現に地域生活支援事業におけ

るの移動支援事業に３年間従事したもの。 

ウ 同行援護従業者養成研修応用課程を修了した者（相当する

研修課程修了者を含む。）（ただし、上記アに該当するもの

については、平成 26 年９月 30 日までの間においては、当該

研修課程を修了したものと見なす。） 

③ 暫定的な取扱いに係る留意点 

⑹の②のイの地域生活支援事業の移動支援に３年間従事した

ものをサービス提供責任者とする取扱いは暫定的なものである

ことから、平成 26 年９月 30 日までの間に、これに該当するサー

ビス提供責任者は⑵の②のアからオまでのいずれかの要件を満

たさなければならないものであること。 
⑺・⑻ （略） 

２～４ （略） 
 
第四～第一七 （略） 

 



 

 

障 障 発 100 1 第 １ 号 

平成 26 年 10 月１日 

 

 

  都道府県 

各 指定都市 障害保健福祉主管部（局）長 殿 

  中 核 市 

 

 

厚生労働省社会・援護局 

障害保健福祉部障害福祉課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

同行援護事業所における経過措置期間中の留意点等について 

 

 

 

障害保健福祉行政の推進につきましては、平素より格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し

上げます。 

さて、今般、同行援護従業者要件等の経過措置について、視覚障害者等に対して同行援

護が十分に提供出来なくなってしまうこと等の理由により、「厚生労働大臣が定める者」（平

成 18 年厚生労働省告示第 548 号）、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の

額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」（平成 18 年 10 月 31 日障

発 1031001 号）及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」（平成 18 年

12 月６日障発 1206001 号）の一部を改正し、平成 30 年３月 31 日まで延長されたところで

す。 

つきましては、経過措置期間中の同行援護事業所における留意点等を下記のとおりまと

めましたので、各都道府県におかれましては管内市町村への周知徹底方よろしくお取り計ら

い願います。 

 

  



記 

 

 

１ 同行援護従業者に係る経過措置について 

同行援護従業者における経過措置の内容は次のとおり。 

従業者 

・ 居宅介護職員初任者研修修了者等及び視覚障害者外出介護従業者養成研修修

了者であって、視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事業（直

接処遇に限る。）に１年以上従事した経験を有する者 

 → 平成 30 年３月 31 日までの間、１年以上の実務経験を要しない経過措置 

・ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等であって、視覚障害を有する身

体障害者又は障害児の福祉に関する事業（直接処遇に限る。）に１年以上従事し

た経験を有する者 

 → 平成 30 年３月 31 日までの間、１年以上の実務経験を要しない経過措置 

サービス

提供責任

者 

・ 介護福祉士、実務者研修、介護職員基礎研修、居宅介護従業者養成研修１級

課程、居宅介護職員初任者研修課程修了者等で３年以上介護等の業務に従事し

た者であって、同行援護従業者養成研修（一般課程及び応用課程）を修了した

者 

 → 平成 30 年３月 31 日までの間、同行援護従業者養成研修（一般課程及び

応用課程）修了を要しない経過措置 

・ 平成 23 年９月 30日において現に地域生活支援事業における移動支援事業に

３年間従事したもの 

→ 平成 30 年３月 31 日までの間の経過措置 

 

なお、経過措置の延長については今回限りとし、再延長は行わない。 

 

 

２ 同行援護従業者養成研修（一般課程及び応用課程）について 

  同行援護従業者養成研修（一般課程及び応用課程）については、視覚障害により、移動

に著しい困難を有する障害者等に対して、外出時に、当該障害者等に同行して、移動に必

要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者

が外出する際に必要な援助に関する一般的な知識及び技術を習得すること等を目的とし

ている。 

  視覚障害者等に対して、適切な同行援護を提供するため、本来の資格要件となっている

サービス提供責任者はもとより、従業者においても、同行援護従業者養成研修を積極的

に受講していただくようお願いするとともに、各都道府県におかれては、研修機会の確

保に努めていただきたい。 

 

 

３ 平成 26 年 10 月１日以降の同行援護事業所の従業者について 

  本来、経過措置は暫定的な取扱いであることから、都道府県等におかれては、今回延長

した経過措置期間満了日までの間に、経過措置対象従業者等の解消に努めるとともに、平

成 26 年 10 月１日以降の新規の指定同行援護事業所においては、本来の要件を満たした従

業者等の配置に努めていただくよう併せてお願いする。 

 

 

 



＜同行援護事業所における人員基準＞ 

従業者 

○ 常勤換算 2.5 人以上 

 ・ 同行援護従業者養成研修一般課程修了者 

 ・ 居宅介護職員初任者研修修了者等及び視覚障害者外出介護従業者養成研修

修了者であって、視覚障害を有する身体障害者又は障害児の福祉に関する事

業（直接処遇に限る。）に１年以上従事した経験を有する者 

 ・ 障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等であって、視覚障害を有する

身体障害者又は障害児の福祉に関する事業（直接処遇に限る。）に１年以上

従事した経験を有する者 

 ・ 国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等 

サービス提

供責任者 

○ 事業規模に応じて１人以上（管理者の兼務及び常勤換算も可能） 

 ・ 介護福祉士、実務者研修、介護職員基礎研修、居宅介護従業者養成研修１

級課程、居宅介護職員初任者研修課程修了者等で３年以上介護等の業務に従

事した者であって、同行援護従業者養成研修（一般課程及び応用課程）を修

了した者 

 ・ 国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科修了者等 

管理者 
○ 常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの（管理業務に支障がない

場合は他の職務の兼務可） 

 

 

４ その他 

  経過措置期間中（平成 26 年 10 月１日から平成 30 年３月 31 日）、経過措置対象者の状

況について、毎年報告していただく予定である。 

なお、一定期間を経過しても、経過措置対象者が減少しない場合、各都道府県に対し、

同行援護従業者養成研修実施計画書を策定の上、国に進捗状況を定期的に報告していただ

く予定であるので、ご了知願いたい。 

 

 


